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滝川市地域旅客運送サービス継続事業実施業務　募集要項 

 

１　募集の目的 

滝深線の運行事業者からの退出意向を受け、市民の生活に必要な移動手段を確保するこ

とを目的として、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法律第 59号）に

規定する「地域旅客運送サービス継続事業」を実施する。 

本事業の実施に当たり、最も適切な事業者を企画提案内容により総合的に評価できる公

募型企画提案方式で選定するものである。 

 

２　業務概要 

（１）業 務 名 称　滝川市地域旅客運送サービス継続事業実施業務 

（２）業 務 期 間　令和８年 10月１日～令和 10年３月 31日（長期継続契約） 

（３）業 務 内 容　別紙「滝川市地域旅客運送サービス継続事業実施方針」のとおり 

（４）提案上限額　単価　9,460 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

予定総額　8,854,560 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（５）担 当 部 署　〒073-8686　滝川市大町１丁目２番 15号 

滝川市総務部企画課　電子メール：kikaku@city.takikawa.lg.jp 

 

３　参加資格 

本件に参加しようとする事業者は、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこ

と。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てがなさ

れていない者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者（再生

手続開始の決定を受けている者を除く。）であること。 

（３）この公告の日から公募期間が終了するまでの期間において、滝川市競争入札参加

資格者指名停止事務処理要領（平成 11 年滝川市告示第 43 号）第２条第１項若しく

は第３条第１項から第３項までの規定による指名競争入札に関する指名を停止され

ていない者であること。 

（４）滝川市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 26 年滝川市条例第 12 号)第２条第

２号に規定する暴力団員又は同条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者では

ないこと。 

（５）令和８年４月１日現在、滝川市内に本店を有すること。 

（６）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（７）道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第４条に定める一般乗合旅客自動車運送事
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業の許可を受けていること。 

（８）令和８年４月１日時点で、中空知広域圏内における令和４年４月１日以降の３年

間にわたる一般乗合旅客自動車運送事業の輸送実績があること。 

（９）その他、法令等に違反していないこと又は違反するおそれがないこと。 

 

４　企画提案審査の手続 

（１）スケジュール 

① 募集要項等の公表　　　　　　　令和８年５月 11日 

② 募集要項等に関する質問　　　　令和８年５月 15日　13 時まで 

③ 質問に対する回答　　　　　　　令和８年５月 18日 

④ 参加表明書の提出期限　　　　　令和８年５月 20日　17 時まで 

⑤ 企画提案書の提出期限　　　　　令和８年５月 25日　17 時まで 

⑥ プレゼンテーション（予定）　　令和８年５月 28日 

⑦ 審査結果の通知・公表（予定）　令和８年５月 29日 

（２）質問・回答 

募集要項等に関する質問は、質問書（様式第１号）により以下のとおり提出するこ

と。 

① 提出期限　令和８年５月 15日 13 時まで 

② 提出方法　持参（開庁日の９時から 17 時まで）又は郵送により提出すること。 

③ 回　　答　令和８年５月 18日に、滝川市公式ホームページに掲載する。 

（３）参加表明書の提出 

　参加を希望する事業者は、参加表明書（様式第２号）により以下のとおり提出する

こと。 

① 提出期限　令和８年５月 20日　17 時まで 

② 提出方法　持参（開庁日の９時から 17 時まで）又は郵送により提出すること。 

（４）企画提案書の提出 

参加表明書を提出した事業者は、企画提案書（様式第３号）により、③に記載の書

類とともに以下のとおり提出すること。 

① 提出期限　令和８年５月 25 日　17 時まで 

② 提出方法　持参（開庁日の９時から 17時まで）又は郵送により提出すること。 

③ 提出書類 

ア　見積書（様式第４号） 

※１　見積金額のうち、単価については、出発点となる滝川市内のいずれかの場所

から「江部乙中央通」停留所を経由して「19丁目」停留所まで運行し、「19 丁

目」停留所から同じ経路により出発点である滝川市内のいずれかの場所まで

運行した場合を１往復とし、１往復あたりの金額を記載すること。また、総額
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については、単価に記載の金額に業務期間（令和８年 10月１日～令和 10年３

月 31 日）の最大運行予定回数 936 回を乗じた金額を記載すること。 

※２　１回あたりの金額は利用客からの運賃を滝川市の収入とすることとして算

出すること 

イ　道路運送法第４条の許可書の写し又は運輸支局が発行する証明書の写し 

ウ　印鑑証明書又は写し（発行後３月を超えないもの） 

エ　履歴事項全部証明書又は写し（発行後３月を超えないもの） 

オ　法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（未納のないことの証明書） 

※直近の年度のものであって、かつ発行後３月を超えないもの 

カ　道民税及び市民税の納税証明書 

※直近の年度のものであって、かつ発行後３月を超えないもの 

キ　会社概要のわかる書類 

※所在地、業務内容、資本金、社員数等がわかるもの（パンフレット等） 

ク　申請の日の属する事業年度の直近事業年度における貸借対照表、財産目録、収

支決算書、その他団体の財務状況を明らかにする書類 

ケ　誓約書（様式第５号） 

（５）プレゼンテーション 

企画提案書について、プレゼンテーションを実施する。 

①　場所・日程　令和８年５月 28日（予定）に行う。詳細は、プレゼンテーショ

ン実施該当者に別途連絡する。 

②　審査職員会議　「滝川市地域旅客運送サービス継続事業実施業務企画提案審査

職員会議」（以下「審査職員会議」という。）」を設置し、企画提案

の審査を行う。なお、審査職員会議は非公開とする。 

③　審 査 方 法 

ア　 説明時間 10 分、質疑応答５分、計 15分とする。 

イ　 プレゼンテーションへの参加は４名までとする。なお、原則として実施体制

に記載されている者が説明を行うこと。 

ウ　 企画提案書に基づき説明を行うこと。 

④　審 査 基 準　別表「審査基準」のとおりとする。 

（６）審査結果 

ア　審査職員会議の審査結果に基づき、優先交渉事業者及び次点者を決定する。 

イ　審査結果については参加事業者に通知するとともに、滝川市公式ホームページ

において優先交渉事業者の掲載を行う。 

ウ　提案者が１者の場合においても審査基準に基づき審査職員会議において審査を

行う。 
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５　契約手続き 

（１）審査結果に基づく優先交渉事業者と契約に関する協議を行い契約を締結する。 

（２）協議の結果、契約の締結に至らなかった場合は、次点者と協議を行う。 

（３）契約締結に当たっては、別紙「滝深線地域旅客運送サービス継続事業実施方針」及

び企画提案書の内容を基本とするが、協議の結果、必要に応じて訂正、追加及び削除

等を行うものとする。 

 

６　参加申請に係る留意事項 

（１）提出された申請書類の内容は明らかな誤り又は軽微な事項を除き、変更すること

はできない。 

（２）申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

（３）滝川市（以下「市」という。）が選定に関し、追加書類の提出を求めるときは、そ

れに応じること。 

（４）市が提供した資料等は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また、

市の承諾を得ることなく、第三者に内容を提示することを禁じる。 

（５）申請書類は、滝川市情報公開条例（平成９年滝川市条例第６号）に基づく情報公開

請求により公開されることがあるので、申請者は滝川市情報公開条例に基づき、市を

通じて、管理業務の実施に当たり保有する文書の公開等の請求があったときは、速や

かにこれに応じること。 

（６）同一の法人が複数の申請をすることはできない。 

（７）申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とする。 

（８）市に提出した申請書類は返却しない。 

（９）申請後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

（10）参加に当たり提案者に生じた損害等については、市は一切その責を負わないもの

とする。 

（11）提案にあたり、提案上限額を超えた金額を提案した場合は、失格とする。 

（12）契約締結後、滝川市から受託事業者に支出する金額は、見積書（様式第４号）記

載の単価に契約期間中の運行回数実績を乗じた金額とする。 

 

７　受託事業者に係る留意事項 

（１）個人情報の取扱い 

ア　受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57号）を順守の上、

個人情報の取扱いを行うこと。 

イ　受託者の役員及び従業員には、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしたり、

不当な目的に使用しない旨の守秘義務が課せられ、これに違反したときは、懲役又

は罰金の処罰が課せられる（契約期間が満了し、若しくは契約を取り消され、又は
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職務を退いた後においても同様とする。）。 

ウ　市を通じて、業務の実施に当たり保有する個人情報の開示又は訂正等の請求が

あったときは、速やかにこれに応じること。 

（２）業務の一括委託を禁止する。業務は、その全部を一括して第三者に委託し、又は請

け負わせてはならない。ただし、その一部について、あらかじめ市が認めるときは、

この限りではない。 

 


